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 経 緯 １
 
  横浜都市発展記念館の指定管理者の選定にあたり、横浜都市発展記念館及び横浜ユーラシア文

化館指定管理者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）は、応募団体から提出された提案書

類に基づく一次審査、ヒアリング及び二次審査を行ってまいりました。 
  この度、審査が終了し、優秀提案者を選定いたしましたので、ここに審査結果を報告します。 
 

 選定委員会 審査委員（50 音順） ２ 
    委員長  上山 和雄 （國學院大學教授） 

    委 員  川口 徳治朗（神奈川県立歴史博物館 学芸部長） 

         齊藤 毅憲 （横浜市立大学教授） 

         末崎 真澄 （(財)馬事文化財団馬の博物館学芸部長） 

         西田 由紀子（よこはま市民メセナ協会） 

水嶋 英治 （常盤大学大学院教授） 
室谷  参 （横浜市立小学校長会 横浜市立並木第四小学長） 

 
３ 優秀提案者 選定の経過 
 

経  過  項  目 年  月  日 

公募実施の広報 平成 17 年６月２４日（金） 

●第１回選定委員会（業務の基準、公募要項及び提案課題・審

査について） 
平成 17 年７月４日（月） 

 

公募要項等の配布 

 

平成 17 年７月１２日（火） 

 

第１回現場説明会（７社参加） 

 

平成 17 年７月１５日（木） 

第１回質疑の受付 
平成 17 年７月１５日（木）～７月２０

日（水） 

第１回質疑への回答 平成 17 年７月２８日（木） 

第１次提案書類の受付（１団体） 平成 17 年８月１１日（木） 

●第 2回選定査委員会（第 1次審査） 平成 17 年８月２４日（水） 

第 1次審査結果の通知 平成 17 年８月２５日（木） 

 

第２回現場説明会 

 

平成 17 年８月２７日（土） 
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第２回質疑の受付 
平成 17 年８月２７日（土）～９月２日

（金） 

第２回質疑への回答 平成 17 年９月９日（金） 

第２次提案書類の受付（１団体） 平成 17 年９月３０日（金） 

●第 3回選定委員会（ヒアリングの開催および第 2次審査） 平成 17 年１０月９日（日） 

  ●は選定委員会 

 

 

４  審査にあたっての考え方 

  選定委員会では、「横浜都市発展記念館指定管理者 公募要項」（以下、「公募要項」という。）

においてあらかじめ定めた「審査における評価基準」に従って、第１次、第２次の２段階方式に

より、応募団体から提出された提案書類を審査し、優秀提案者を選定しました。 
  また、第２次審査では、事前に選定委員会によるヒアリングを開催し、応募団体への質疑を行

いました。 
  審査にあたっては、第１次審査では５５の評価ポイントに対して５段階評価を行うこととし

（最高点は２７５点）、第２次審査では７８の評価ポイントに対して５段階評価を行い（最高点

は３９０点）、各委員が評価ポイントごとに採点した上で、その合計点を審査得点としました。 
  また、５段階評価の３以上の評価を評価ポイント全体の７割以上獲得できなければ各審査を通

過できないものとしました。 
 
 ■評価項目及び配点 
 

【一次審査】 

  

            評価課題大項目           評価    満 点   基準点 

ポイント数 （評価５）  (評価３)    
 

Ⅰ基本的考え方                          ５０点   ３０点  
１ 運営に取組む基本的考え方     ７ 
２ 使命及び果たすべき役割      ３        

Ⅱ基本方針について                        ７５点   ４５点 
   １ 事業活動の基本方針        ８       

２ 施設運営の基本方針        ４ 
３ 施設管理の基本方針        ３ 

Ⅲ必要な専門能力と組織体制について               １００点   ６０点 
１ 専門性を担保する基本的考え方  １０        
２ 組織構成の基本的考え方     １０ 

Ⅳその他                             ５０点   ３０点 
１ 評価についての基本的考え方    ５ 
２ 団体の特徴、独自性について    ５ 

 
                  ５５    ２７５点  １６５点 
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【二次審査】  

  

            評価課題大項目           評価    満 点   基準点 

ポイント数 （評価５）  (評価３)    

 

１ 基本方針に対する方針と取組み          １８     ９０    ５４ 

２ 事業に関する業務基準に対する方針と取組み    ２７    １３５    ８１    

３ 運営に関する業務基準に対する方針と取組み     ４     ２０    １２ 

４ 管理に関する業務基準に対する方針と取組み     ６     ３０    １８ 

５ 組織に関する方針と取組み            １７     ８５    ５１ 

６ その他                      ３     １５     ９ 

７ ５ヵ年の収支予算の方針と計画について       ３     １５     ９ 

  

合 計               ７８    ３９０点  ２３４点 

 

 
 応募者の制限 ５ 

  第１次審査に応募した事業者について、公募要項に定める「応募者の制限」への該当の有無に

ついて、いずれの項目にも該当しないことを確認しました。 
 
  公募要項（抜粋）  

＊ ７ 応募に関する事項 
   (1) 応募者 

ウ 応募者の制限 

     次に該当する団体は、応募者となることができません。 

    (ｱ) 地方自治法施行令第 167 条の 4（昭和 22 年政令第 16 号）の規定に該当する者 

    (ｲ) 最近１年間の法人税、消費税及び地方消費税を滞納している者 

    (ｳ) 本業務を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財務能力を有しない者 

    (ｴ) 選定委員会委員が経営又は運営に直接関与しているもの 

    (ｵ) 本件公募事務に係る補助業務の受託者 

      なお、本選定に係る補助業務の受託者は以下である。 

       株式会社 政策技術研究所（東京都港区南青山２－２－１５） 

 

 
 第１次審査結果（第１次選定通過団体） ６ 

（１）結果 
  第１次審査では、応募１団体の提案内容を厳正に審査し、以下の団体を通過団体と選定しまし

た。 
 

第１次選定通過団体 

 

財団法人横浜市ふるさと歴史財団 
 

 
（２）審査得点 

応募団体の審査得点は、次表のとおりです。 
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(財)横浜市ふるさと歴史財団 

審  査  員   評価項目（配点） 

A B C D E F G 

３点以上

項 目 

１ 横浜市文化財施策の基本方針を踏まえ

た横浜都市発展記念館運営に取組む基本的

な考え方について 

（５点満点×７項目＝３５） 

29 22 26 24 26 35 21 7 

/7

基
本
的
考
え
方 

２ 横浜都市発展記念館の使命及び指定期

間において特に果たすべき役割について 

（５×３項目＝１５） 

13 8 12 11 11 15 9 3 

/3

１ 横浜都市発展記念館の事業活動に対す

る基本方針について 

（５×８項目＝４０） 

32 20 30 26 29 40 24 8 
/8

２ 横浜都市発展記念館の施設運営に対す

る基本方針について 

（５×４項目＝２０） 

14 13 12 14 14 19 12 4 
/4

基
本
方
針 

３ 横浜都市発展記念館の施設管理に対す

る基本方針について 

（５×３項目＝１５） 

9 9 9 9 13 15 9 3 
/3

１ 横浜都市発展記念館に必要な専門性を

担保するための基本的な考え方について 

（５×１０項目＝５０） 

39 32 40 33 38 50 30 10

/10

専
門
能
力
と 

組
織
体
制 ２ 横浜都市発展記念館を運営する組織構

成の基本的な考え方について 

（５×１０項目＝５０） 

41 27 34 32 41 50 30 10
/10

１ 評価についての基本的な考え方につい

て 

（５×５項目＝２５） 

20 15 17 17 18 25 15 5 
/5そ

の
他 ２ 団体の特徴、独自性について 

（５×５項目＝２５） 25 15 20 21 22 25 16 5 
/5

  55
/55

  

合計（２７５） 

 

＜合計項目数 ５５＞ 

222 161 200 187 212 274 166 
100.0% 

  総計（１，６５０） 1,422 合格 
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７ 最終選定結果 
 
（１）選定結果 

選定委員会においてヒアリング、第２次審査と、厳正な審査を行った結果、次の団体を優秀

提案者と決定しました。 
 
 

優秀提案者 

 

財団法人横浜市ふるさと歴史財団 
 

 
（２）審査得点 

(財)横浜市ふるさと歴史財団 

審 査 員   評価項目（配点） 

A B C D E F G 

３点以上 

項  目 

１ 高度の専門性と公益性の発揮 

（５点満点×４項目＝２０） 
20 10 17 15 18 16 13 4 /4

２ 事前・事後評価の的確な実施 

（５×２項目＝１０） 
8 6 8 8 10 8 6 2 /2

３ 市民サービスの向上及び市民との協働の

推進 

（５×７項目＝３５） 
35 19 25 29 22 28 22 7 

/7
４ 経費の節減と収益の向上 

（５×３項目＝１５） 
12 9 10 9 10 10 11 3 /3

基
本
方
針
に
対
す
る 

方
針
と
取
組
み 

５ 魅力資源の最大限の活用 

（５×２項目＝１０） 
10 6 8 6 9 8 6 2 /2

１ 常設展示運営と展示更新計画について 

（５×２項目＝１０） 
10 6 8 7 7 8 6 2 /2

２ 企画展示について 

（５×３項目＝１５） 
15 9 12 10 11 12 9 3 /3

３ 調査研究のテーマ設定や課題について 

（５×３項目＝１５） 
13 9 13 10 14 12 9 3 /3

４ 資料収集(購入､複製製作､寄贈･寄託)に

ついて 

（５×３項目＝１５） 
12 9 12 12 13 12 9 3 

/3
５ 資料整理･保存(整理､資料修繕､複製本作

成)について 

（５×２項目＝１０） 
10 6 8 10 10 8 6 2 

/2
６ 情報・資料の公開について 

（５×２項目＝１０） 
10 6 8 7 8 8 6 2 /2

７ 広報宣伝活動について 

（５×２項目＝１０） 
10 6 8 8 10 6 6 2 /2

８ 出版・刊行について 

（５×２項目＝１０） 
10 6 8 8 10 6 6 2 /2

９ 普及啓発事業について 

（５×２項目＝１０） 
10 4 6 7 8 6 6 2 /2

10 利用者へのサービス事業について 

（５×２項目＝１０） 
10 6 7 6 7 8 6 2 /2

11 来館促進と賑わいの創出について 

（５×２項目＝１０） 
10 6 8 8 9 6 6 2 /2

事
業
に
関
す
る
業
務
基
準
に 

 

対
す
る
方
針
と
取
組
み 

12 その他の事業について 

（５×２項目＝１０） 
10 6 8 7 7 6 6 2 /2
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(財)横浜市ふるさと歴史財団 

審 査 員   評価項目（配点） 

A B C D E F G 

３点以上 

項  目 

１ 休館日について 

（５×１項目＝５） 
5 3 4 3 5 3 3 1 

/1

２ 開館時間について 

（５×１項目＝５） 
5 3 4 3 4 4 3 1 

/1

運
営
の
業
務
基
準
に
対

す
る
方
針
と
取
組
み 

３ 利用料金等について 

（５×２項目＝１０） 
10 6 8 6 8 8 6 2 

/2

１ 維持管理経費の節減について 

（５×２項目＝１０） 
10 6 8 8 8 6 6 2 

/2
２ 必要な｢目的外の使用｣に対する取組みに

ついて 

（５×２項目＝１０） 
10 7 8 6 9 8 6 2 

/2

管
理
に
関
す
る
業
務
基
準
に

対
す
る
方
針
と
取
組
み 

３ 中長期的視点に立った施設の修繕･改修

計画について 

（５×２項目＝１０） 
10 6 8 8 10 8 6 2 

/2

１ 組織構成と組織運営の方針ついて 

（５×５項目＝２５） 
25 14 20 20 22 20 15 5 /5

２ 運営組織図及び配置人員について 

（５×４項目＝２０） 
20 11 16 14 16 16 12 4 /4

３ 必要な人材と職能について 

（５×６項目＝３０） 
26 18 24 25 27 25 18 6 /6

組
織
に
関
す
る 

 

方
針
と
取
組
み 

４ 施設運営の実員配置について 

（５×２項目＝１０） 
10 6 8 9 6 8 6 2 /2

１ 自己評価､社会的説明責任､情報公開への

取組みについて 

（５×２項目＝１０） 
10 6 8 9 9 6 6 2 

/2
そ
の
他 ２ その他有意義な提案 

（５×１項目＝５） 
5 4 4 5 5 3 4 1 /1

５
ヵ
年

 

計
画 

 ５ヵ年の収支予算の方針と計画について 

（５×３項目＝１５） 
15 9 12 12 12 9 9 3 

/3

  78 /78

  

合計（３９０点満点） 

＜合計項目数 ７８＞ 
376 228 306 295 324 292 239 

100.0% 

  総計（２，７３０） 2,060 合格 
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 審査講評 ８
 

団体名（50音順） 評 価 項 目 及 び 指 摘 事 項 

財団法人 

横浜市ふるさと 

歴史財団 

 
他の都市にはあまりない、ユニークな施設として、その役割機能に大き

な期待があるとともに、これまでは明確なコンセプトが描ききれてこなか

ったという点が課題と認識されていた。それに対して「昭和の時代の語り

部」、「わが家のお宝」といったような明確なコンセプトを提示したことは

将来に期待が持てる意欲的な提案として高く評価された。また、中庭のオ

ープンカフェ化などもこれまでとは異なる施設イメージを作るものとして

期待が示された。 
しかし、盛りだくさんの内容があり、これをどのように具体化していく

のか、限られた人材のなかで実現するには優先課題やメリハリをつけるべ

きではないかといった指摘がなされた。また、「地域社会のシンクタンク」

といったコンセプトも具体的なアウトプットイメージが曖昧といった指摘

もなされた。 
開館 5 年となるが、認知度が非常に低いことが問題とされ、存在のアピ

ールための急ピッチな方策を講じる必要性が強く指摘された。その点、提

案された広報戦略については、再検討をして欲しいという意見もあった。 
この施設の運営を委ねるに十分な提案内容であることを前提としつつ、

この施設の価値が高いと認識されるがゆえに、より明確なコンセプト、市

民に何を果たす施設であるのかをもっとわかりやすく明瞭に説明していく

ことが求められた。 
 

 
９ 総評 

 
 現在の管理運受託者である財団法人横浜市ふるさと歴史財団のみの応募となったが、これは

博物館施設という特性とともに、都市発展というテーマの曖昧さ、さらになによりも横浜ユー

ラシア文化館と一体的な複合施設であることによる管理運営の難しさなどが大きく影響した

と考えられた。1 団体審査となったが、1 次審査、2 次審査ともに、各業務提案について詳細

にかつ厳格な審査を行った。 
都市発展記念館という名称自体がその内容、性格をわかりにくくしているとともに、市民に

アピールする難しさがある。愛称を設定してはどうかという意見もあった。 
また、「昭和」という時代の教育的な重要性からも学校との連携をより一層深めていくべき

施設であり、より具体的に学校カリキュラムや実態とのすり合わせができる体制を作ることが

必要であることも指摘された。歴史博物館に配置されている校長経験者によるエデュケーター

を他施設でも活用することが期待され、一体的な運営の効果を具体的に発揮すべきことが指摘

された。 
収蔵庫を外部に借り、その負担もかなり大きいことから、中長期の調査研究計画と活用計画

を策定し、資料の保管のあり方なども見直していく時期ではないかといった指摘がなされた。

その他デジタルデータ化などの取組みも中長期の計画が必要であり、指定期間５年との整合性

が、このような施設の大きな課題であることが提起された。 
他の施設と同様の指摘であるが、外部からの客観的な評価のシステムなどを早急に検討、導

入することの必要性、館長及び副館長といったトップマネジメントの役職が担う役割機能、責

任範囲について明確にして欲しいといった要請がなされた。 
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